
初期ö6/21㊎13時15分～　中期ö6/21㊎10時～
後期・完了期ö6/24㊊10時～

ô乳幼児と保護者　ö7/24㊌9時30分～、10時40分～

ô0歳から3歳頃の双子、三つ子とその家族、双子・三つ子を妊娠し
ている妊婦とその家族　ö7/1㊊10時～12時

àε保健センター 〒340-0016 中央 1-1-8 ☎922-0200Ü922-1516

離乳食講習会　è電話・市HPで　ë各20組
集団検診(à保健センター)　ö7/2㊋・19㊎・22㊊、8/2㊎・7㊌・30㊎
個別検診(à指定医療機関)　ö11/30㊏まで
ô40歳以上の女性(前年度未受診者)　ß1300円

ö11/30㊏まで　à指定医療機関　ô20歳以上の女性
ß頸部検診1700円、頸部・体部検診2500円
(体部検診は医師が必要と認めた場合のみ)

双子・三つ子と親のつどい「にこにこ広場」　è初めての人は電話で

乳がん検診(マンモグラフィ)　è9/20㊎までに市HPまたははがきで

子宮がん検診　è直接指定医療機関へ
おやこでブラッシング＆子育て相談　è6/3㊊から電話で　ë24組

ù復職経験のあるママの体験談や、同じ境遇のひと
同士の話を聞いて今後に役立ててみませんか。

ö6/16㊐10時30分～11時30分
à氷川児童センター
ô乳幼児と母親
ë20組
è6/3㊊10時から氷川児童センターへ。
　☎928-2341Ü928-2381

ùおととしの所得が上限額を超えたため、昨年児童手当が支
給されなかった人でも、昨年の所得が上限額を下回った人
や、税申告の訂正等で所得額が変わり、その結果上限額を
下回った人は、再申請をすれば手当を受けられるかもしれ
ません。詳細は市HPで。

è住民税の税額決定通知書を受け取った日の翌日から＜15
日以内＞に申請してください。
εこども政策課
　☎922-1476Ü922-3274

ùひとり親家庭や、父または母に一定の障がいがある家庭の
保険適用医療費の一部を支給する制度があります（所得制
限あり）。7月の申請からは、令和5年中の所得額や扶養人数
等で審査します。詳細は市HPで。

ô18歳以下（※）のこどもの養育者。
※18歳になった年の年度末まで、障がいがある場合は20
歳の誕生日前日まで。

εこども政策課
　☎922-1476Ü922-3274

働くママと復帰前のママとを
‶つなぐ"時間

児童手当が支給されなかった人も、
　　　　　　　　受けられるかも
しれません

ひとり親家庭等医療費支給制度
があります

まずはお手元に届く
税額決定通知書を確
認してください！

助成を受けるには、事前の審査と
申請が必要です。
まずはご相談ください。

対象は現在働いているママとこれから復帰予定のママです！
参加希望のママはお気軽にご連絡を！

再申請すれば

▲検診の一覧
はこちら。

▲市HP ▲市HP

健康のおやこ

～ 　　　　   と　　　　　 を
　　　　つなぐサークル ～
働くママ 復職ママ

ワマサー
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